
松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 

『数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム』について 

 

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学では、従来から共通カリキュラムの領域で開講され

ていた選択科目「AI とデータサイエンス」を 2022 年度から全学共通開講の必修科目に設

定し、『数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム』を開始しました。 

本学の『数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム』は、文部科学省の定める「リテ

ラシーレベル」として、2028 年 3 月 31 日までの期間に対して認定されました（2023 年

8 月 25 日公表）。 

 

 

１．教育プログラムの目的 

学生の数理・データサイエンス・ＡＩへの関心を高め、かつ、数理・データサイエンス・

ＡＩを適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成するために必要な知識及び技術を

体系的に修得させること。 

 

２．教育プログラムの名称 

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学『数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム』 

 

３．身に付けることのできる能力 

「AI のしくみや原理」「AI の限界や注意点」「AI の発展と人間の自由」に関する知識を学

習し、今後の社会変化に適応できる基礎能力を身に付ける。また、グループワークを実践す

ることにより社会での共同生活に適応できる基礎能力を身に付ける。 

 

４．修了要件 

必修科目「AI とデータサイエンス」を含め 4 単位以上の単位認定による。 

 

５．開設授業科目、授業の方法及び内容 

 

  2025 年度 

2024 年度 

2023 年度 

 

 

https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2025/11/219eb01787d9dd25b1e09791aaf15163.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2025/06/4772d4f39f80960eafbdc3a2eb40e39a.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/c686bb6cef3d6dd9615c6d32822c2740.pdf


６．実施体制と実績、受講学生の満足度 

 

2024 年度 

2023 年度 

2022 年度 

 

７．関係公開資料 

 

松山東雲女子大学・申請書類一式 

松山東雲女子大学・認定結果通知（リテラシー） 

 

松山東雲短期大学・申請書類一式 

松山東雲短期大学・認定結果通知（リテラシー） 

 

8. 数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）の要件 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）として文部科学大臣が認定す

るための要件は次のとおりとします。（文部科学省、「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム

認定制度（リテラシーレベル）実施要綱細目」、令和 4 年 3 月 15 日改正 より） 

 

（１）大学等（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第八十三条に規定する大学（同法第九十

七条に規定する大学院を除き、同法第百八条第二項に規定する短期大学を含む。）及び同法第百十五

条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。）の正規の課程（同法第九十一条に規定する専攻科及

び別科並びに同法第百十九条に規定する専攻科の課程を除く。以下同じ。）であること 

 

（２）当該大学等の学生に広く実施され、学生の数理・データサイエンス・ＡＩへの関心を高め、か

つ、数理・データサイエンス・ＡＩを適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成するために

必要な知識及び技術を体系的に修得させる教育プログラムであること 

 

（３）当該教育プログラムの名称、当該教育プログラムにおいて身に付けることのできる能力、修了

要件、開設される授業科目、授業の方法及び内容並びに実施体制を記載した当該教育プログラムを

実施するための計画を定め、公表していること 

 

（４）（欠番） 

 

https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2025/06/23ce72bb58979c31b08e6223667b93b9.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2025/06/ea2673d529d14375111c47253d9d3e65.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/e65cca6c4eb1dc4c547208f0c6328f1c-1.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/606988963cd4812142ef37f71360fcdb.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/924b43a202ec05a293110837cbeb3a7d.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/57ae910e475d96636a10e1a3788d4784.pdf
https://college.shinonome.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/9d0b2fd1836fe89c58d7e9d8590dc72d.pdf


（５）学生に対し当該教育プログラムの履修を促す取組が行われていること 

 

（６）当該教育プログラムについて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表していること 

  

 

 



 

 

 


